
子育てするなら子育てするなら三豊が一番！三豊が一番！ 子 ど も ・ 子 育 て ・ 笑 顔 の み と よ

ここ み笑 通信え

★★11月のお知らせ★月のお知らせ★

11 月生まれの11月生まれの
赤ちゃん赤ちゃん

26人

はじ
めましてはじ
めまして

（（男の子13人男の子13人
女の子13人女の子13人））

ホームページにも
アクセスしてください!!

子育て情報満載!!

ケータイ・スマホは
こちらからアクセス!
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宮
みやざき

崎　遥
はるま

守ちゃん
2020年1月4日
雅寛・有佳里（高瀬町）
好奇心旺盛な姿にハ
ラハラ。でもその心
を忘れずに大きくな
って。

❶
❷
❸
❹

吉
よしだ

田　惟
ゆいと

人ちゃん
2020年1月21日
昂史・充恵（豊中町）
よく笑うにこにこ笑
顔のかわいい惟人ち
ゃん♡１歳おめでと
う！

ふぉとぎゃらりぃふぉとぎゃらりぃ
1月
生まれ

❶おなまえ
❷生年月日
❸保護者名（町名）
❹メッセージ

市内在住で、満1歳の誕生日を迎える愛どるを募集しています。

申し込み期間　市ホームページから申請書をダウンロードし、必
要事項を記入の上、写真を添えて秘書課まで持参してください。
メールでお申し込みの場合は、申請書と写真データを添付して
hisho@city.mitoyo.lg.jpまでお送りください。（送信後、要連絡）
受付期間 
1月8日（金）～29日（金）

▲

申し込み・問い合わせ　秘書課　☎73−3001

愛どる募集

※このコーナーの個人情報を営業目的などに利用することを禁じます。

3月生まれの

対象 日程 場所
４カ月児健診

（令和2年9月生まれ）

個別に案内します
三野町

保健センター

10カ月児相談
（令和2年3月生まれ）

1歳6カ月児健診
（令和元年6月生まれ）

3歳児健診 延期となっている対象者から
順次個別に案内します

乳幼児健診

◎時間を分散しての案内、体調の確認などにご協力いただきます。

10カ月児相談

対象 日程・時間 場所

18歳未満の子どもと
その保護者

（希望者は25日までに電話で 
お申し込みください）

 26日（火）
13：30～16：00 市役所3階

◎県の専門員が相談に応じます。 ◎保護者のみの相談も可能です。

児童相談

※3つの「密」などの感染リスクを回避する対策を
して開催する予定ですが、今後の状況に応じて
やむを得ず延期や中止になる可能性があります

▶申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

対象 日程・時間 場所

1歳未満児を持つ家族
（希望者は1月22日～2月5日の
間に電話でお申し込みください）

12日（金）
10：30～11：30

三野町
保健センター

離乳食講習会
★★22月のお知らせ★月のお知らせ★

▶申し込み・問い合わせ
西讃保健福祉事務所　☎25−2052

ウィズの会
〜発達障がい児（者）の保護者のつどい〜

1 月 14 日（木） 
午前 10 時～正午

三豊合同庁舎（観音寺市）

座談会

発達面で気になる子どもを持つ 
保護者など

前日までに事前に申し込みが必要

日 時 

場 所

内 容

対 象 

注意事項

●特定不妊治療費助成事業

●一般不妊治療費助成事業

●不育症治療費助成事業

▲

申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73–3016

対象　令和2年 4月～令和3年 3月に終了した治療

対象　令和2年 4月～令和3年 3月に行った治療・検査
　　　（治療途中の場合でも、上記期間内の費用についての申請期限は次のとおりです）

※県の助成を受けた後で、市の助成を受けてください。（県の助成を受けることが可能な金額を控除した額を助成の対象にします）

申請期限　3月 31日（水）まで
注意事項　※やむを得ず、期限までに申請できない人は事前に子育て支援課までご相談ください。

※助成には、所得制限や市税の滞納がないことなどの要件がありますので、詳細はお問い合わせ
ください。

申請期限　治療終了日から6カ月以内
注意事項　年齢の制限や所得制限はありませんが、助成には市税に滞納がないことなどの要件がありますので、

詳細はお問い合わせください。

※県の助成を受けた後で、市の助成を受けてください。（県の助成を受けることが可能な金額を控除した額を助成の対象にします）

※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、年齢要件、通算助成回数および所得要件の考え方に一部変更が
あります。詳細はお問い合わせください。

助成対象となる治療

・体外受精および顕微授精
・初回の助成申請時における妻の治療開始日の年齢が 43 歳未満※で行った治療
※令和 2年 4月 1日以降に妻の年齢が 43歳になる場合は、44歳未満までに治療
を開始した人が対象となります

1 回あたりの助成限度額 治療ステージＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ ⇒　15 万円
治療ステージＣ、Ｆ　　　　 ⇒　  7 万 5 千円

通算助成回数
（初回の助成申請時における
妻の治療開始日の年齢による）

39 歳以下の人　　　：  6 回
40 歳※～ 42 歳の人   ：  3 回
※令和 2年 4月 1日以降に妻の年齢が 40歳になる夫婦で、初回の助成申請時に
おける妻の年齢が 40歳以下であるときは、通算助成回数を 6回と取り扱います

助成対象となる治療
・ホルモン療法や人工受精などで、医師の診断に基づく治療
（治療のための検査を含む）

・妻の年齢が 42 歳に達した年の年度末までに行った治療

1 年度あたりの助成限度額 5 万円

通算助成年数 5 年

助成対象となる治療 市内に住所を有する期間内に、医師から不育症治療のために必要と診断されて
行ったヘパリン療法

助成限度額 15 万円（1 回の妊娠期間につき）

不妊・不育症治療費を助成します


